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千葉県日産自動車健康保険組合 
 
 
 

被保険者証廃止（令和６年１２月２日）に伴う事務手続きの変更について 

 

 

１．【使用帳票の変更又は新設】   

（１）ほぼすべての帳票が変更(被保険者証等の表記の変更)又は新設(資格確認書関係)となり

ます。変更又は新設される帳票は、別添の一覧表を参照してください。 

(２)令和６年１２月２日以降は変更後の帳票を使用してください。ただし、被保険者証が有効

な期間(令和７年１２月１日まで)においては「資格確認書」と「被保険者証」が混在しま

すので、随時読み替えを行ってください。 

 

２．【事務手続きの変更内容】  

（１）資格取得時（新規に被保険者証の交付は行いません。） 

①「被保険者資格取得届」又は「被扶養者（異動）届」に資格確認書要否欄の新設 

マイナ保険証（被保険者証利用登録済のマイナンバーカード）の取得の有無を確認の上、

マイナ保険証を持っていない場合は、該当項目にチェックをしてください。 

②マイナ保険証を持っていない場合(「資格確認書」の交付) 

「資格確認書」の交付が必要となりますので、「健康保険 資格確認書 (再)交付申請書」  

を併せて提出してください。 

なお、資格確認書は、ハガキサイズ、有効期限４年から５年程度((８)）参照)となり

ます。 

③マイナ保険証を持っている場合(「資格情報のお知らせ」の交付) 

       被保険者等記号・番号を連絡するために、「資格情報のお知らせ」を交付します。 

※健康保険組合での登録完了後は、マイナポータルにおいて当該記号・番号の確認が  

できます。 

なお、被保険者証を持っている方のうち、令和７年１０月頃までにマイナ保険証に移

行していない方には健康保険組合が職権で資格確認書を交付します(令和７年１１月頃)。 
 

（２）資格喪失時 

〇「被保険者資格喪失届」の保険証回収欄が資格確認書回収欄に変更 

「資格確認書」又は「被保険者証」を回収してください。 

※被保険者証は、令和７年１２月１日まで有効なため回収が必要です。 

 

（３）「限度額適用認定証」の発行（マイナ保険証を持っている方には発行しません。） 

〇「限度額適用認定証」の発行は、「資格確認書」を持っている方に限ります。 

なお、被保険者証の有効期間内も同様です。 

  

 

設立事業所の事業主及び事務担当者の皆さまへ 

 



 

（４）「資格確認書」又は「被保険者証（マイナ保険証を持っていない方）」を滅失・き損した

とき 

①状況に応じ、「資格確認書滅失届」、「資格確認書回収不能届」及び「健康保険 資格確認   

書 (再)交付申請書」を提出してください。 

②「資格確認書」を再交付します（被保険者証の再交付は行いません。）。 

 

（５）「資格情報のお知らせ」を滅失・き損したとき 

①マイナポータルにて被保険者等記号・番号の確認ができるため、再交付は不要です。  

ただし、マイナポータルにアクセスできない等の理由がある場合は「健康保険 資格情報

のお知らせ (再)交付申請書」を提出してください。 

②「資格情報のお知らせ」を再交付します。 
 

（６）その他「資格確認書」を交付する場合の手続 

   ①マイナンバーカードの被保険者証利用登録を解除した。 

「マイナンバーカードの被保険者証利用登録の解除申請書」及び「健康保険 資格確認書   

(再)交付申請書」を提出してください。 

②マイナンバーカードを返納した。 

「健康保険 資格確認書 (再)交付申請書」を提出してください。 

③マイナンバーカードの更新中又はマイナンバーカードの電子証明証の有効期限が切れた。 

「健康保険 資格確認書 (再)交付申請書」を提出してください。 

※③の場合は有効期限の短い「資格確認書」を交付します(２月～３月程度)。 

 

（７）その他「資格確認書」の差替が必要な場合(健康保険組合より交付) 

ただし、マイナ保険証を持っている方は対象外 

 ①氏名変更を行った方 

    ②新たに７０歳になる方 

③７０歳以上の方のうち報酬が基準額より増加又は減少する方 

※高齢受給者証は、「資格確認書」に一本化しますので新規での発行は行いません。 

 

（８）資格確認書の有効期限について 

   ①令和６年１２月２日から令和７年１２月１日までの資格取得者 

有効期限：令和１１年１２月１日 

②令和７年１２月２日から令和８年１２月１日までの資格取得者及び被保険者証をお持

ちの方 有効期限：令和１２年１２月１日 以降同様 

※有効期限は５年以内のため１年ごとに有効期限を更新します。 

 

 なお、本件についてご不明な点がありましたら、健康保険組合までご連絡ください。 

以上 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

千葉県日産自動車健康保険組合 

〒261－0002  千葉県千葉市美浜区新港１８４番地 

TEL ０４３-２０４-２３１１ 

担当：青山・久我 

 


